
第６回須賀川市教育委員会 会議 

 

・令和７年６月２５日（水曜日） 

・市役所庁舎４階 大会議室Ｄ 

 

議事日程第１号 

          令和７年６月２５日（水曜日）午後３時００分 開議 

日程第１ 会期の決定 

日程第２ 教育長報告 

日程第３ 報告第 13号 須賀川市助産の実施及び母子生活支援施設における保護の 

実施に関する規則の制定について 

日程第４ 報告第 14号 損害賠償の額の決定及び和解について（専決処分） 

日程第５ 議案第 17号 須賀川市教育行政点検評価委員会委員の委嘱について 

日程第６ 議案第 18号 須賀川市教育支援委員会委員の委嘱について 

日程第７ 議案第 19号 須賀川市教育支援委員会専門調査員の委嘱について 

 

出席者（５人） 

      教育長             永瀬功一 

     １番委員           佐浦雅明 

     ２番委員           須田由利子 

     ３番委員           渡辺由美子 

     ４番委員           海村真治 

 

説明のため出席した者 

教育部長           松宮崇文 

市民協働推進部長       須田勝浩 

      教育総務課長         五十嵐敏之 

      学校教育課長         武田純 

      こども課長          鈴木賢司 

      市民協働推進課長       鈴木行宏 

      生涯学習スポーツ課長     丸山正名 

 

事務局職員出席者 

     教育総務課課長補佐      羽生規子 

     教育総務課主任主査兼総務係長 木村理香 

 

 



○ 教育長(永瀬功一)第６回須賀川市教育委員会会議の開会を宣言し、議事に入る。

（午後３時００分 開会） 

 

日程第１ 会期の決定 

 

○ 教育長（永瀬功一）会期を提案し、本日 1日と決定する。 

 

日程第２ 教育長報告 

 

○ 教育長（永瀬功一） 

  それでは、私の方から２点ほど報告させていただきます。 

 

１ ６月市議会定例会について                     

  須賀川市６月市議会定例会が、６月５日（木）から、明日が最終日となります６ 

月２６日（木）までの２２日間にわたり開催されています。教育委員会関連の提出案

件は下記のとおりです。  

また、６月１７日（火）から１９日（木）の３日間にわたり一般質問が行われ、教

育委員会関係では、４名の議員から質問があり、その答弁内容等につきましては、事

前配付資料のとおりであります。 

  

２ ６月の学校教育活動について 

中学校におきましては、「中体連岩瀬支部総合体育大会」が岩瀬地区内で開催され

ました。 

６月３日（火）・４日（水）は、屋内競技のバスケットボール・バレーボール・卓

球・ バドミントンの４種目が行われ、屋外競技のソフトテニスは雨天のため１日延

期し、６月４日（水）・５日（木）に行われました。参加した生徒それぞれが日頃の

練習の成果を発揮しておりました。 

「中体連県中地区総合体育大会」におきましては、県中域内を各会場に、一部を除

き、６月１７日（火）・１８日（水）に開催されました。 

バスケットボール・バレーボール・卓球・バドミントン・ソフトテニスの５種目で

は岩瀬支部大会を勝ち上がった団体や個人が出場したほか、野球・サッカー・ソフト

ボール・柔道・剣道・体操の６種目は出場チーム数の関係から支部大会がなく県中大

会から出場しました。  

なお、日程の都合上、野球は６月４日（水）・１７日（火）・１８日（水）に、サッ

カーは、６月４日（水）・５日（木）・１７日（火）に実施されました。県中大会で上

位に入賞した団体や個人は、県大会出場となります。  

また、６月１２日（木）には「県中地区水泳競技大会」が郡山しんきん開成山プー

ルにおいて開催され、こちらも県大会出場者がおります。 

 

○ 教育長（永瀬功一）日程第２ 教育長報告については了承願います。 

 



日程第３ 報告第 13号 須賀川市助産の実施及び母子生活支援施設における保護の 

実施に関する規則の制定について 

 

○ 教育長（永瀬功一）日程第３ 報告第 13号 須賀川市助産の実施及び母子生活支

援施設における保護の実施に関する規則の制定について を議題とし、事務局の説

明を求める。 

 

○ 教育部長（松宮崇文）議案に基づき説明する。 

 

○ 教育長（永瀬功一）質疑、意見等を諮る。 

 

○ ４番委員（海村真治）助産の実施や母子生活支援施設の保護の実施に関する規則

は今までもあったのか。 

 

○ こども課長（鈴木賢司）今までは、南町に通称「母子寮」母子生活支援施設があ

ったが、施設の廃止の際に母子に関する規則は廃止した。助産の実施と費用徴収に

関する規則だけが残っていたが、今回同じ児童福祉法に関するということで、三つ

を全部まとめて一つの規則として制定したものである。 

 

○ ３番委員（渡辺由美子）施設の廃止以降、今までに母子寮の利用はあったのか。 

 

○ こども課長（鈴木賢司）今までの利用はあった。県内に母子生活支援施設が２ヶ

所あり、広域入所という形で利用していた。 

 

○ ３番委員（渡辺由美子）広域入所に任せるという形であるが、須賀川市が実施す

る予定はないのか。 

 

○ こども課長（鈴木賢司）市で建物を建てる考えは今のところない。 

 

○ 教育長（永瀬功一）質疑、意見等を諮る。 

           （「なし」との声あり） 

 

○ 教育長（永瀬功一）異議なしと認め、報告第 13号については、原案のとおり了

承する。 

 

 

 



○ 教育長（永瀬功一）日程第４ 報告第 14号 損害賠償の額の決定及び和解につ

いて（専決処分） から 日程第７ 議案第 19号 須賀川市教育支援委員会専門

調査員の委嘱について までを議題とする。 

  報告第 14号 から 議案第 19号 までは、市議会への提出案件及び人事に関す

る案件のため、須賀川市教育委員会会議規則第 18条第 1項の規定により秘密会と

して審議することを提案し、秘密会とすることを決定する。 

 

   （事務局で入口を封鎖する。） 

 

 

日程第４ 報告第 14号 損害賠償の額の決定及び和解について（専決処分） 

 

○ 教育長（永瀬功一）日程第４ 報告第 14号 損害賠償の額の決定及び和解につい

て（専決処分） を議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（松宮崇文）議案に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

○ 教育長（永瀬功一）異議なしと認め、報告第 14号については、原案のとおり了

承する。 

 

 

日程第５ 議案第 17号 須賀川市教育行政点検評価委員会委員の委嘱について 

 

○ 教育長（永瀬功一）日程第５ 議案第 17号 須賀川市教育行政点検評価委員会委

員の委嘱について を議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（松宮崇文）議案に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

○ 教育長（永瀬功一）異議なしと認め、議案第 17号については、原案のとおり可

決する。 

 

 

 



日程第６ 議案第 18号 須賀川市教育支援委員会委員の委嘱について 

日程第７ 議案第 19号 須賀川市教育支援委員会専門調査員の委嘱について 

 

○ 教育長（永瀬功一）日程第６ 議案第 18号 須賀川市教育支援委員会委員の委嘱

について 及び 日程第 7 議案第 19号 須賀川市教育支援委員会専門調査員の委

嘱について を議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（松宮崇文）議案に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

         

○ 教育長（永瀬功一）異議なしと認め、議案第 18号 及び 議案第 19号について 

は、原案のとおり可決する。 

 

  以上により、本日の日程を終了し、第６回須賀川市教育委員会会議の閉会を宣言

する。 

（午後３時２０分 閉会） 

 

  



（ 令 和 ７ 年 第 ６ 回 分 ） 

 

●閉会後の意見交換事項（午後４時４９分 終了） 

 

１ 須賀川市社会教育委員の委嘱について                      

（丸山生涯学習スポーツ課長説明） 

  

２ 第２２回須賀川市少年の主張大会及び令和７年度須賀川市青少年健全育成

推進大会の開催について 

（鈴木市民協働推進課長説明） 

 

３ 「平和の鐘を鳴らそう！」の開催について    

（鈴木市民協働推進課長説明） 

  

４ 中体連（支部・地区大会・水泳競技大会）結果について 

（武田学校教育課長説明） 

 

５ 須賀川市立学校のよりよい在り方に関するアンケート調査について 

（武田学校教育課長説明） 

 

６ 閉園となった児童福祉施設等の利活用に関するプロポーザル及びサウンディング

型市場調査（第２回）の実施について 

（鈴木こども課長説明） 

 

７ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

（五十嵐教育総務課長説明） 

 

                            

 

 


